
制度区分 対象者の区分 所得制限 対象となる方と対象期間

県の制度

妊産婦

あり

母子健康手帳の交付日が属する月の初日から、出産日の属する月の翌月の末日まで

小児 出生の日から高校生年齢相当の学年末まで
※中学生・高校生年齢相当の方は、県の制度は入院のみ助成

ひとり親家庭
（母子・父子）

離婚、死別などにより配偶者のいない方で、18歳未満のお子さんを養育している方とそのお
子さんを対象に、お子さんが 18歳になる学年末まで（子が重度障害に該当する場合や、高校
在学中の場合は 20歳まで）助成しています。

重度心身
障がい者

①身体障がい者手帳１級・２級の方または内部障害を理由とする３級に該当される方
②療育手帳の判定がAまたはⒶに該当される方　③障害年金１級を受け取っている方
④精神障害者保健福祉手帳１級に該当される方　　など
※ 65歳以上の方は『後期高齢者医療保険被保険者』に限り対象となります。

町の制度 特例小児 なし ①出生の日から高校生年齢相当の学年末までの年齢の方で、県の所得制限を超えて非該当に
なっている方　②中学生、高校生年齢相当の方の外来診療費

医
療
福
祉
費
支
給
制
度
　
　
マ
ル
福
に
つ
い
て

　
町
で
は
、
医
療
福
祉
費
支
給
制
度
（
マ
ル

福
）
に
該
当
す
る
方
へ
、
医
療
保
険
が
適
用

と
な
る
入
院
や
外
来
、
調
剤
に
か
か
る
医
療

費
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

　

下
記
の
い
ず
れ
か
に
該
当
と
な
る
方
に

は
、「
医
療
福
祉
費
受
給
者
証
」
を
交
付
し

て
い
ま
す
の
で
、
ま
だ
申
請
を
し
て
い
な
い

方
は
、
お
早
め
に
保
険
年
金
課
窓
口
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

▼�

申
請
に
必
要
な
書
類
（
各
区
分
共
通
）

①
対
象
者
の
健
康
保
険
証

②�

本
人
ま
た
は
保
護
者
名
義
の
預
金
通
帳
ま

た
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

③�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ
か
る
も
の
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
通
知
カ
ー
ド
な
ど
）

①
～
③
（
各
区
分
共
通
）
の
ほ
か
に
、

●
妊
産
婦
の
方
…
母
子
健
康
手
帳

●�

重
度
心
身
障
が
い
者
の
方
…
身
体
障
害
者

手
帳
な
ど
、
障
が
い
の
程
度
を
証
明
す
る

書
類

●
ひ
と
り
親
家
庭
の
方
…
戸
籍
関
係
書
類

　
な
ど
対
象
区
分
に
よ
っ
て
必
要
と
な
る
書

類
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
詳
細
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼�

問
い
合
わ
せ
先

　
保
険
年
金
課　
医
療
年
金
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
７
７
）

国
民
健
康
保
険
税

　
毎
週
水
曜
日（
国
民
の
祝
日
を
除
く
）は
、

住
民
課
の
窓
口
を
午
後
８
時
15
分
ま
で
延
長

し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

　
ま
た
、
６
月
15
日
㈬
か
ら
税
務
課
の
一
部

業
務
が
追
加
と
な
り
ま
す
。

　
延
長
窓
口
業
務
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
令
和
４
年
度
よ
り
、
子
育
て
世
帯
の
負
担
軽

減
を
図
る
た
め
、
子
ど
も
（
対
象
者
：
０
歳
か

ら
20
歳
を
迎
え
た
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
）
に

対
す
る
国
民
健
康
保
険
税
の
均
等
割
が
５
割
軽

減
さ
れ
ま
す
。

　
申
請
に
つ
い
て
は
、
所
得
・
年
齢
な
ど
に
応

じ
て
軽
減
判
定
さ
れ
る
た
め
、
申
請
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　
７
割
・
５
割
・
２
割
軽
減
世
帯
で
は
、
子
ど

も
の
均
等
割
が
さ
ら
に
５
割
軽
減
と
な
る
た

め
、
例
え
ば
、
７
割
軽
減
世
帯
の
場
合
、
軽
減

後
の
３
割
に
対
し
５
割
が
適
用
と
な
り
、
８
・

５
割
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

　

広
報
と
ね
４
月
号
に
も
掲
載
し
ま
し
た
が
、

国
民
健
康
保
険
税
は
、
令
和
４
年
度
よ
り
３
方

式
か
ら
２
方
式
へ
変
更
に
な
り
ま
す
。
計
算

方
法
は
、
所
得
割+

均
等
割
で
計
算
さ
れ
た
、

医
療
給
付
分
・
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
・
介
護

納
付
金
分
（
40
歳
以
上
65
歳
未
満
）
そ
れ
ぞ
れ

を
足
し
た
も
の
が
年
間
の
保
険
税
額
と
し
て
算

出
さ
れ
ま
す
。

　
内
容
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
７
月
中
旬
に
発

送
予
定
の
国
民
健
康
保
険
税
決
定
通
知
書
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　
保
険
年
金
課　
国
民
健
康
保
険
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
７
２・１
７
４
）

延
長
窓
口
の
お
知
ら
せ

子
ど
も
の
均
等
割
軽
減
に
つ
い
て

税
務
課
の
一
部
業
務
の
追
加
に
つ
い
て

▼
住
民
課
関
係

・
戸
籍
全
部
事
項
証
明
書
な
ど
の
交
付

・
住
民
票
の
交
付

・�

印
鑑
登
録
お
よ
び
印
鑑
登
録
証
明
書

の
交
付

・�

パ
ス
ポ
ー
ト
の
交
付

・�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
（
午

後
７
時
ま
で
）

▼
税
務
課
関
係（
住
民
課
窓
口
で
交
付
）

・�

所
得
証
明
書
の
交
付

・�

課
税
（
非
課
税
）
証
明
書
の
交
付

▼�

問
い
合
わ
せ
先　
☎
68
‐
２
２
１
１

・
住
民
課　
窓
口
係

　
（
内
線
１
６
１・１
６
４
）

・
税
務
課　
町
民
税
係

　
（
内
線
２
０
３・２
０
４・２
０
５
）

医
療
福
祉
費
支
給
制
度
（
マ
ル
福
）

を
ご
存
じ
で
す
か
？

　
町
で
は
、
町
内
に
住
宅
を
新
築
、
建
て
替

え
ま
た
は
建
売
住
宅
（
建
築
確
認
日
か
ら
５

年
を
経
過
し
て
い
な
い
住
宅
）
を
購
入
さ
れ

た
方
に
対
し
、
住
宅
取
得
に
要
し
た
費
用
を

助
成
し
て
い
ま
す
。

新
築
マ
イ
ホ
ー
ム
取
得
助
成
金
　
　
最
大
55
万
円
を
助
成

▼�

申
請
期
限　
住
宅
取
得
に
伴
う
登
記
の
日

か
ら
１
年
以
内

▼
申
請
締
め
切
り
日　
10
月
31
日
㈪

▼
助
成
金
額　
25
万
円

※�

左
記
加
算
事
由
に
該
当
す
る
場
合
、
そ
れ

ぞ
れ
助
成
金
に
加
算
し
ま
す
。

　

�（
助
成
金
の
交
付
は
、
同
一
申
請
者
（
同

居
人
も
含
む
）
に
対
し
て
１
回
限
り
と
し

ま
す
。）

令
和
４
年
度
新
築
マ
イ
ホ
ー
ム
取
得

助
成
金
の
ご
案
内

加算要件 加算金額

中学生以下の子どもと
同居する世帯

５万円／１人
（上限 15万円）

転入世帯※ 10万円

テレワークにより勤務
を行う転入世帯 ５万円

※下記フロー図参照

●住宅取得後に転入する場合
申請者または配偶者の方が、転入
日前１年以上利根町の住民でない

加算要件に
該当します

はいはい

加算要件に
該当しません

いいえいいえ

本助成金の申請には所定の要件がありま
す。詳細につきましては、町公式ホームペー
ジをご覧になるか、政策企画課地域振興係
までお問い合わせください。

▶問い合わせ先　政策企画課　地域振興係　☎６８－２２１１（内線３３２）　Email：chiiki@town.tone.lg.jp

空
き
家
バ
ン
ク
に
登
録
し
ま
せ
ん
か
？

空
き
家
バ
ン
ク
登
録
制
度
に
つ
い
て

　
町
で
は
、
移
住
・
定
住
促
進
に
よ
る
地
域

活
性
化
を
図
る
た
め
に
、
空
き
家
バ
ン
ク
制

度
を
実
施
し
、「
空
き
家
を
貸
し
た
い
」、「
売

り
た
い
」
と
い
う
方
の
物
件
登
録
申
し
込
み

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

町
内
に
空
き
家
を
所
有
さ
れ
て
い
る
方

は
、
空
き
家
バ
ン
ク
へ
の
登
録
を
お
願
い
し

ま
す
。

●住宅取得前に町内に居住している場合
（例：利根町内の仮住まいに転入した後、新築住宅を取得して転居したなど）

助成金の交付を受けようとする方（以下「申請者」）またはその配
偶者の方が、転入日前１年以上利根町の住民でない

はいはい いいえいいえ

いいえいいえ

転入日から１年以内に住宅を取得している

はいはい

加算要件に
該当しません

加算要件に該当しません加算要件に該当します

▼�

空
き
家
バ
ン
ク
と
は
？

　
空
き
家
の
売
却
・
賃
貸
を
希
望
す
る

所
有
者
か
ら
登
録
し
て
い
た
だ
い
た
物

件
情
報
を
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な

ど
で
公
開
し
、
移
住
・
定
住
を
目
的
に

空
き
家
の
利
用
を
希
望
す
る
方
に
情
報

提
供
す
る
制
度
で
す
。

※�

平
成
27
年
度
よ
り
、
利
根
町
空
き
地

バ
ン
ク
制
度
も
実
施
し
て
い
ま
す
。

※�

空
き
家
バ
ン
ク
お
よ
び
助
成
制
度
の
詳
細

に
つ
き
ま
し
て
は
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
ま
た
は
お
問
い
合
わ
せ
に
て
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　
生
活
環
境
課　
環
境
衛
生
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
２
３
２
）

　

Em
ail:eisei@

tow
n.tone.lg.jp

●
空
き
家
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
助
成
金

　
空
き
家
の
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
の
費
用
の
一

部
を
助
成
し
ま
す
。

▼�

対
象
者　
空
き
家
の
所
有
者
ま
た
は
空
き

家
を
購
入
・
賃
借
し
た
方

▼�

助
成
額　
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
費
用
の
総
額

の
２
分
の
１
（
上
限
30
万
円
）

●
空
き
家
子
育
て
活
用
促
進
奨
励
金

　
中
学
生
以
下
の
お
子
さ
ま
と
同
居
す
る
方

に
子
育
て
奨
励
金
を
交
付
し
ま
す
。

▼�

対
象
者　
中
学
生
以
下
の
子
ど
も
と
同
居

し
て
い
る
方

▼�

助
成
額　
20
万
円

　
各
種
助
成
制
度
に
は
、
そ
の
他
所
定
の
要

件
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
空
き
家
バ
ン
ク
を
利
用
さ
れ
た
方

に
対
し
、
助
成
金
な
ど
の
交
付
を
行
っ
て
い

ま
す
。（
転
入
だ
け
で
な
く
、
町
内
転
居
の

場
合
も
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
）

暮らしの情報欄

12令和 4年 5月（No.698）13 令和 4年 5月（No.698）


